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Ⅱ.料金の設定

・光信号主端末回線（複数年段階料金）

・料金の設定

①基本料

・２－１－１－１の２　複数年段階料金を適用する場合の基本料

区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,013

②割引率 19.4% 別紙の（２）の③

③割引額 585 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,428 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 2,986

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.31% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 600 ａの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 600 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,013

②割引率 19.4% 別紙の（２）の③

③割引額 585 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,428 ①－③

区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 2,986

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.31% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 600 ｄの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 600 ①＋③

区分 平成24年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） 3,099

②割引率 19.4% 別紙の（２）の③

③割引額 601 ①×②

④料金　（円/回線・月） 2,498 ①－③

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ）　保守の区別がタイプ１-2のもの　の平成25年度適用料
金

f．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のイ　保守の区別がタイプ１-2
のもの　のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(イ)欄に規定する料金額に加算する料金）

ａ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のア　保守の区別がタイプ１-１
のもの　のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｂ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のア　保守の区別がタイプ１-１
のもの　のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｃ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のア　保守の区別がタイプ１-１
のもの　のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ｱ)欄に規定する料金額に加算する料金）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　の平成24年度適用料
金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　の平成25年度適用料
金

ｄ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のイ　保守の区別がタイプ１-2
のもの　のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｇ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のウ　アイ以外のもの　のうち
（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（イ）　保守の区別がタイプ１-2のもの　の平成24年度適用料
金

ｅ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のイ　保守の区別がタイプ１-2
のもの　のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　の平成24年度適用料金
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区分 平成25年度 備考

①料金　（円/回線・月） 3,071

区分 平成26年度 備考

①通常料金　（円/回線・月） -

②平均利子率 1.31% 平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　Ⅵ.他人資本利子率の算定　（1）有利子負債に対する利子率

③加算額 617 ｇの③×（1＋②）×（１＋②）

④料金　（円/回線・月） 617 ①＋③

②加算料

・２－１－１－２の２　複数年段階料金を適用する場合の加算料

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,428

区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,986

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 600

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,428

区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,986

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 600

区分 平成24年度 備考

料金　（円/回線・月） 2,498

区分 平成25年度 備考

料金　（円/回線・月） 3,071

区分 平成26年度 備考

料金　（円/回線・月） 617

ａ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

ｂ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

ｈ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のウ　アイ以外のもの　のうち
（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ
光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ウ）　（ア）（イ）以外のもの　の平成25年度適用料金

ｉ．端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）の　光信号主端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能のウ　アイ以外のもの　のうち
（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年4月1日以降に適用する２－１－１－１第６欄イ(ウ)欄に規定する料金額に加算する料金）

ｆ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２
－１－１－２第２欄イ(イ)欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｆ．より

ｇ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のウ　アイ以外のもの　のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

①のｂ．より

ｃ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のア 保守の区別がタイプ１-１のもの　のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する
２－１－１－２第２欄イ(ｱ)欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｅ．より

①のａ．より

①のｉ．より

①のｇ．より

ｈ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のウ　アイ以外のもの　のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金

①のｈ．より

ｉ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料のア 光信号主端末回線に係る加算料のウ　アイ以外のもの　のうち（ウ）平成26年4月1日以降に適用する料金（平成26年４月１日以降に適用する２－１－１－２
第２欄イ(ウ)欄に規定する料金額に加算する料金）

①のｃ．より

ｄ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち（ア）平成24年4月1日から平成25年3月31まで適用する料金

①のｄ．より

ｅ．２－１－１－１第2欄ウ欄に規定する機能に係る加算料の 光信号主端末回線に係る加算料のイ 保守の区別がタイプ１-２のもの　のうち（イ）平成25年4月1日から平成26年3月31まで適用する料金
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（別紙）割引率の算定

　　（情報通信行政・郵政行政審議会答申（情郵審第３３号）別添に記載された「エントリーメニューに係る接続料水準に関する考え方」に基づき算定）

（１）メタルと光の１ユーザあたりコストが同水準となる獲得ユーザ数の算定

区分 平成24年度 備考

1,247

3,013

274

④回線管理運営費 51

3.1 ②÷（（①＋④）－（③＋④））

（２）割引率の算定

区分 平成24年度 備考

4,670 （1）の②×（1）の⑤÷2

24,104 （1）の②×8

③割引率　（％） 19.4% ①÷②

①ドライカッパ接続料と比較した場合の光主端末回線
　の平均獲得ユーザ数あたりの超過コスト　（円）

②コスト総額　（円）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-2欄で接続する場合）　端末回線により
伝送を行う機能のア　イ以外のものの（イ）　当社の局内ｽﾌﾟﾘｯﾀを利用しない場合の①　②以外の場合のＡ　保守の区別がタイプ１-１のもの

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-3欄で接続する場合）のイ　光信号主
端末回線（光局外スプリッタを含むものに限ります。）により1芯にて伝送を行う機能の（ア）　保守の区別がタイプ１-１のもの　の平成24年度適用料金

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の2－1－1－1第2欄ウ欄又は第6欄イ欄に規定する機能に係る加算料のア　光信号分岐端末回線に係る
加算料の（ｱ）　当社の光屋内配線（主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限ります。）を利用するものの①　保守の区別がタイプ１-１のもの

⑤ドライカッパと１ユーザあたりコストが同水準となる
　光主端末回線あたりの獲得ユーザ数　（ユーザ）

③光信号分岐端末回線接続料　（円/回線・月）

②光信号主端末回線接続料　（円/回線・月）

①ドライカッパ接続料　（円/回線・月）

平成24年度適用網使用料算定根拠（平成24年1月17日申請）の　13．その他の機能の　B．回線管理機能の　ＤＳＬ回線管理機能（端末回線伝送機能２－１－１－１第４
欄を利用するもののイ　端末回線伝送機能２－１－１－１第４欄（イ）①欄に係るもの）及び光信号分岐端末回線管理機能
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